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Ⅰ．介護保険制度の実施状況  
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1．第1号被保険者数の推移   

0 65歳以上の被保険者は、6年8ケ月で約482万人増加（22％増）  

平成12年4月末  平成15年4月末  平成18年4月末  平成18年12月末   

2，165万人   2，398万人   2，594万人   2，648万人   

（出典：介護保険事業状況報告〔平成18年12月末現在〕）  

第1号被保険者数は、年々上昇し、毎年ほぼ3％の伸びで増加している。  

第1号被保険者数の推移  

（平成18年12月  
末）  

（単位：万人）  
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（出典：介護保険事業状況報告（月報））  
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2。要介護認定者数の推移   

○ 要介護（要支援）認定者は、6年8ケ月で約222万人増加（102％増）  

乾12年4月末  平成15年4月末  平成18年4月末  平成18年12月末   

218万人   348万人   435万人   440万人   

（出典：介護保険事業状況報告〔平成18年12月末現在〕）  

蜃≡ 要 
介護認定者数は、年々増加し、制度発足時の218万人から、直近では440  
まで増加している。  

要介護状態別に見た場合、要介護1と要支援の伸びが著しい。  

（要介護度別認定者数の推移）  平成12年4月末  

からの増加率  

計 

5  67％  

4  59％  
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介  
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経過的  
要介護   

142％  
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柵2年平助3年平助4年平劇5年平成用年平助7年平助8年平曲8年（出典‥介護保険事  
4月慄 4月末 4月未 4月末 4月未 4月末 4月未 12月末 葉状況報告〔平成18  

□要支援口要介護1∈∃要介護2 E∃要介護3 Ⅲ』要介護4 団要介護5 年12月末現在〕）  

（要支援1・2、経過的要介護）  

l 享※「稽過的要介護」について  
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1  

】  
l  

・「プ1－護保険法等の一部を改正する法律」（平成17年法律第77号。以下「改正法」とい  
：う。）附則第8条の規定により、改正法舅3実施行の際（平成18年4月1日）に現行の要介護認室  
：定を受けたものと見なされることとなるが、その際、旧制度に基づく要支援状態に該当する万：  
享の状態区分を「経過的要介護」としている。  

：この「経過的要∩護」の有効期間は、施行の際に受けている要支援認定の有効期間の残存某月  
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3．サービス受給者数の推移  
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ービス受給者数は、全体で年々増加し、制度発足時の149万人から、直近では354  
まで増加している。  
た、構成比をみると、約3／4が居宅サービス（※）受給者で占められている。  

‡ サ 量蜃  
※ 居宅サービス、地域密着型サービスには、介護予防サービスを含む。以下同じ。  

介護サービス受給者数の推移  

平成12年4月  平成15年4月  平成18年4月  平成18年10月   

居宅サービス   97万人   201万人  丁■255万人   257万人   

地域密着型サービス  14万人   16万人   

施設サービス   52万人   72万人  乙  79万人   81万人   

計   149万人   274万人   348万人   354万人   

（出典：介護保険事業状況報告〔平成18年10月サービス分〕）  

平成12年4月サービス分  平成18年10月サービス分  

田居宅サービス  ■地域密着型サービス  

現施設サービス  
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4．保険給付額の推移   

1カ月あたり保険給付額は、年々増加し、制度発足時の2，201億円から、直近  
では5，033億円まで増加している。   

また、その構成比をみると、制度発足時には、施設サービスが居宅サービスを  
上回っているが、平成18年4月から、居宅サービスが施設サービスを上回ってい  

介護給付費の推移  

平成12年4月  平成15年4月  平成18年4月  平成18年10月   

居宅サービス   618億円  1．825億円  て－2・144億円   2．330億円   

地域密壱型サービス  う283億円   331億円   

施設サービス   1，571億円  2．140億円  乙1，985億円   2，115億円   

高級介護サービス費   12億円   26億円   66億円   76億円   

特定入所者介護サービス賓  172億円   181億円   

合  
計   2，201億円  3，991億円  4，650億円   5，033億円   

（注：）12年4月の高額介護サービス費については、12年度の給付章を11で除した額を計上。  

（出典：介護保険事業状況報告〔平成18年10月サービス分〕）  

平成12年4月サービス分  平成18年10月サービス分  

□居宅サービス  ■地域密書型サービス  
詔施設サービス ロ高額介護サービスモロ特定人所壱介護サービス費  

（受給者数及び介護給付費の構成割合）  

受給者数  介護給付費   

口居宅（介護予防）サービス 田地域密着型（介は予防）サービス   

臼施設サービス  

（注）介護給付費には、特定入所者介護サービス費、高額介護サービス華を含まない。  
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